
1

長瀞町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画【後期】

令和３年９月

長瀞町長

長瀞町議会議長

長瀞町教育委員会

長瀞町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」とい

う。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以

下「法」という。）第１９条に基づき、長瀞町長、長瀞町議会議長、教育委員会が策定する

特定事業主行動計画である。

本町では、平成２８年４月に前期計画を策定し、育児や介護その他の家庭生活と職業生活

の調和に必要な環境整備を図ること、人材多様性を活かして政策の質や行政サービスを向上

させるという総合的な視点から女性職員の活躍を推進し、男女の別を問わず、職員誰もがい

きいきと働けるような職場環境を目指し取組を行ってきた。

今回、前期計画期間が終了することから、今までの実施結果を分析・点検し、後期計画に

反映してさらなる取組を行う。

１．計画期間

法は、令和７年度までの時限立法であることから、本計画は後期計画として、令和３年

度から令和７年度までの５年間を計画期間とする。

２．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等

本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、総務課が主体となって、

本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価

等について協議を行うこととする。

３．前期計画の取組及び目標達成状況

※太字は目標値を達成している項目

取組内容 目標値
達成状況

H28 H29 H30 H31 R2

男性職員の育児休業

取得の促進

育児休業を取得する男性職

員を１人以上にする。
0人 0人 0人 0人 0人

制度が利用可能な男性職員

の育児参加のための休暇の

取得者を１人以上とする。

0人 0人 0人 0人 0人

管理的地位への女性

職員の登用

管理的地位にある女性職員

を３人以上にする。
1人 2人 2人 3人 3人

採用した職員に占め

る女性職員の割合

女性の採用者を毎年１人以

上とする。
2人 2人 2人 2人 0人
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４．女性職員の活躍の推進に向けた目標

（１）女性職員の活躍に関する状況の把握、課題分析

法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定

事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号）第２条に基づき、

町長部局、町議会事務局、教育委員会事務局の全部局において、女性職員の職業生活にお

ける活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。

①採用した職員に占める女性職員の割合

（単位：人、％）

＊H28年度は、2次募集を実施している。

【現状分析】

令和２年度以外は、女性の採用はできており、全体的な女性割合も４２．１１％と採用者の約半

数は女性となってきている。

②離職率及び平均継続勤務年数の男女の差異

○離職率（自己都合による離職者） （単位：人、％）

＊一般行政職（技能労務職は除く。）で計上している。

年度
受験者数 採用者数

女性割合
全 体 うち女性 全 体 うち女性

H28年度 １２５ １６ ６ ２ ３３．３３

H29年度 １６ ６ ４ ２ ５０．００

H30年度 １５ ６ ３ ２ ６６．６７

R元年度 ２４ ８ ５ ２ ４０．００

R 2年度 ８ １ １ ０ ０．００

合計 １８８ ３７ １９ ８ ４２．１１

年度
4.1現在職員数 離職者数 離職率

男 女 計 男 女 計 男 女 計

H28年度 57 23 80 0 0 0 0.0 0.0 0.0

H29年度 58 24 82 0 0 0 0.0 0.0 0.0

H30年度 57 26 83 1 0 1 1.8 0.0 1.2

R元年度 52 28 80 2 0 2 3.8 0.0 2.5

R 2年度 49 27 76 1 0 1 2.0 0.0 1.3
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○平均勤続勤務年数（令和３年３月３１日現在）

＊平均継続勤務年数は、全職員（再任用職員、県からの派遣職員、技能労務職員を除く。）の合計

勤続年数を全職員数で除したものである。

【現状分析】

自己都合による女性の離職者はいなかったが、男性で４名の離職者がいた。離職者は、全員３０

歳から３５歳の年代であった。また、平均勤続年数は、男女ともに大きな差はなかった。

若い世代の男性の離職者が多いことは課題であり、男女共に働きやすい職場にしていく

必要がある。

③職員の各月ごとの平均時間外勤務時間及び時間外勤務の上限を超えた職員数

（単位：時間）

＊時間外勤務時間は実働時間でなく、手当を支給した時間数。

＊Ｒ２年度の１人当たりの時間数の合計欄の数値は、年間を通じた月当たりの取得時間数。

＊職員１人当たりの時間数は、全職員（再任用短時間職員は含み、管理職、技能労務職、県への派遣

職員は除く。）の時間外勤務時間を、令和２年４月１日現在の全職員数５６人で除したもの。

【現状分析】

例年、年度初めや年度末は時間外勤務が多くなる傾向がある。令和２年度中に、職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する規則（平成６年長瀞町規則第１５号）で定める時間外勤務上限である１か月

４５時間を超過した者は５人いたが、年間３６０時間を超過した者はいなかった。

区 分 男性 女性

人 数 ４６人 ２７人

平均継続勤務年数 １７．７年 １７．５年

Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度

時間外勤務時間 時間外勤務時間 時間外勤務時間 １人当たりの時間数 ４５時間超過人数

４月 ２５６．０ ３３４．５ １８４．０ ３．２９ ０人

５月 １１８．０ １７２．０ ２２５．５ ４．０３ ０人

６月 ２６２．５ ２２０．５ １９３．５ ３．４６ ２人

７月 １１９．５ ３４８．５ ２１５．５ ３．８５ ２人

８月 １９０．５ ３５９．５ １５２．０ ２．７１ ０人

９月 １７１．５ １９７．５ １６５．５ ２．９６ ０人

１０月 １７２．０ １，０９０．０ ２０５．０ ３．６６ ０人

１１月 １１０．０ １３１．５ ２８４．０ ５．０７ ０人

１２月 １２１．５ １８７．５ ３５３．５ ６．３１ １人

１月 １９６．０ ２６１．５ ２５４．０ ４．５４ ０人

２月 １５３．０ ２９０．５ ２６２．５ ４．６９ ０人

３月 ３９５．０ ３１９．０ ３８９．０ ６．９５ ０人

合 計 ２，２６５．５ ３，９１２．５ ２，８８４．０ ４．２９ ５人
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④管理職に占める女性職員の割合

○管理職（行政職４級以上） （単位：人、％）

【現状分析】

管理職に占める女性職員は、人数、割合ともに年々増加傾向となっているが、令和２年度時点で

１２．５％とまだ少ない状況である。

⑤各役職段階にある職員に占める女性職員の割合及びその伸び率

（単位：％）

【現状分析】

主査級相当職であった男性職員の多くが主幹級職員となったことにより、主査級相当職の女性割

合が令和元年度に大幅に上がっている。

主幹級相当・課長級相当職の女性割合も増加傾向であるが、令和２年度時点でいずれも約１０％

とまだ少ない状況である。

女性職員が、主査級相当職までで昇格を諦めることなく、管理職を目指すことができるような取

組が必要である。

年度 管理職員数 うち女性 女性割合

H28年度 ２８ １ ３．５７

H29年度 ２９ ２ ６．９０

H30年度 ２９ ２ ６．９０

R元年度 ２６ ３ １１．５４

R 2年度 ２４ ３ １２．５０

年度 主査級相当 主幹級相当 課長級相当

H28年度 ５３．５７ ６．２５ ０．００

H29年度 ５３．８５ １１．１１ ０．００

H30年度 ５８．３３ １０．５２ ０．００

R元年度 ６８．４２ １２．５０ １０．００

R 2年度 ７２．２３ １３．３４ １１．１２

伸び率（R2-H28） １８．６６ ７．０９ １１．１２
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⑥男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況

○育児休業取得率 （単位：人、％）

○取得期間の分布率【女性】 （単位：人、％）

【現状分析】

女性の育児休業取得率は１００％であるが、男性は取得実績がなかった。また、育児休業を取得

した職員は、おおむね１年程度で職務に復帰している。

男性の育児休業取得が進まないことは、制度の理解不足も要因であると思われる。男性職員が育

児休業を取得しやすい取組を検討していく必要がある。

年度 男女の別 対象者 取得者 取得率

H28年度
男性 １ ０ ０．００

女性 ０ ― ―

H29年度
男性 ０ ― ―

女性 ３ ３ １００．００

H30年度
男性 ３ ０ ０．００

女性 ０ ― ―

R元年度
男性 ０ ― ―

女性 １ １ １００．００

R 2年度
男性 ２ ０ ０．００

女性 ０ ― ―

合計
男性 ６ ０ ０．００

女性 ４ ４ １００．００

区 分 人 数 割 合

１年未満 １ ２５．００

１年以上１年半未満 ２ ５０．００

１年半以上２年未満 １ ２５．００

２年以上 ０ ０．００
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⑦男性職員の配偶者出産休暇（2日）及び育児参加のための休暇（5日）（いわゆる「男の

産休」）の取得率及び合計取得日数の分布状況

（単位：人、％）

【現状分析】

配偶者出産休暇の取得者は増えてきたが、育児参加のための休暇の取得者はいなかったため、５

日以上の取得者もいない結果となっている。

「男の産休」制度の理解不足が、取得の進まない理由の大きな要因であると思われる。対象職員

だけでなく管理職員等へも制度を周知していく取組を検討していく必要がある。

⑧セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況

長瀞町職員のハラスメントの防止等に関する規程（平成２９年長瀞町訓令第７号）、ハ

ラスメントをなくすために職員が認識すべき事項についての指針及びハラスメントに関

する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項を制定し、通知及びグループウェアによ

り職員に周知している。

（２）女性職員の活躍の推進に向けた数値目標

当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。

なお、この目標は、町長部局、議会事務局、教育委員会事務局における共通した目標と

して位置付け、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情

について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。

①育児休業、男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得促進

・令和７年度までに、育児休業を取得する男性職員を１人以上にする。

年度 休暇の種類 対象者 取得者 取得率

H28年度
合計取得率 １ ０ ０．００

5日以上取得率 １ ０ ０．００

H29年度
合計取得率 ０ ― ―

5日以上取得率 ０ ― ―

H30年度
合計取得率 ３ １ ３３．３３

5日以上取得率 ３ ０ ０．００

R元年度
合計取得率 ０ ― ―

5日以上取得率 ０ ― ―

R 2年度
合計取得率 ２ ２ １００．００

5日以上取得率 ２ ０ ０．００

合計
合計取得率 ６ ３ ５０．００

5日以上取得率 ６ ０ ０．００
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・令和７年度までに、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得率を７５％以上

にする。

②管理職への女性職員の登用

・令和７年度までに、管理職に占める女性職員の割合を２０％以上にする。

③採用した職員に占める女性職員の割合

・令和７年度までに、前期計画の女性の採用実績（４２．１１％）と同等になるよう、

採用者の女性割合を４０％以上にする。

５．女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期

４.（２）で掲げた数値目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。

①育児休業、男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得促進

・育児休業等取得計画表（仮称）を作成し、対象職員及びその上司が育児参加について

の共通認識を図る。

・対象職員に対し、総務課で育児休業を取得した際のモデルケース（共済組合における

育児休業手当金、共済掛金の免除制度等）を提示する。

・育児休業から復帰する職員に対し、復帰後の働き方の希望についてヒアリングを実施

する。

・全職員が育児休業等について理解を深めることができるよう、現行の「職員のための

子育て応援ハンドブック」を改定し、各種制度について周知する。

②管理職への女性職員の登用

・女性職員のみを対象とする外部研修（彩の国さいたま人づくり広域連合、市町村アカ

デミー等）への派遣を行う。

・今まで女性職員の少なかった人事・財政・企画・議会等の部門に、女性職員を積極的

に配置し、幅広い職務を経験させることにより育成を行うとともに、キャリア意識の

醸成を図る。

③採用した職員に占める女性職員の割合

・仕事と子育てに励む女性職員の声の紹介や多様な働き方実践企業の認定など、女性が

活躍できる職場であることをホームページ等で広報する。

・採用説明会等において、女性職員による女性向け採用説明を実施する。

・採用面接の試験官に女性を加え、男女双方の視点から選考が行われるようにする。


